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開会時間 午後１時３０分 

〇内藤久歳副議長 ただ今から、令和５年７月甲府地区広域行政事務組合議会臨時会を

開会いたします。これより本日の会議を開きます。報告事項を申し上げます。本臨時会

に提出する議案について、管理者から通知がありました。提出議案は、議事日程記載の

日程第５議案第８号から日程第６議案第９号まででありますので、朗読を省略いたしま

す。 

次に、本年４月に任期満了に伴う甲府市議会議員選挙及び昭和町議会議員選挙が行わ

れました。甲府市におきましては、５月２２日の甲府市議会臨時会において、新たに山

田厚議員、輿石修議員、長沼達彦議員、長沢達也議員、木内直子議員、末木咲子議員、

小沢宏至議員、深沢健吾議員、堀とめほ議員、中嶌寿議員、橘田大洋議員、清水一成議

員が選出され、本組合の議員となりました。 

また、昭和町におきましては、５月１１日の昭和町議会臨時会において、新たに小林

耐三議員、今村力議員が選出され、本組合の議員となりました。 

ここで、今回新たに甲府地区広域行政事務組合議員に就任されました方々を事務局よ

り紹介させます。 

 落合康貴事務局次長。 

〇落合康貴事務局次長 それでは、御紹介をさせていただきます。 

山田厚議員。 

〇山田厚議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 輿石修議員。 

〇輿石修議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 長沼達彦議員。 

〇長沼達彦議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 長沢達也議員。 

〇長沢達也議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 木内直子議員。 

〇木内直子議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 末木咲子議員。 
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〇末木咲子議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 深沢健吾議員。 

〇深沢健吾議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 堀とめほ議員。 

〇堀とめほ議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 中嶌寿議員。 

〇中嶌寿議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 橘田大洋議員。 

〇橘田大洋議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 清水一成議員。 

〇清水一成議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 小林耐三議員。 

〇小林耐三議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 今村力議員。 

〇今村力議員 はい。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 以上でございます。 

〇内藤久歳副議長 次に４月の人事異動によりまして、新たに就任した職員もおります

ので、組合職員から、自己紹介したい旨の申し出がありましたので、この際発言を許し

ます。 

〇功刀辰也事務局長 事務局長の功刀でございます。よろしくお願いいたします。 

〇坂本竜也消防長 消防長の坂本でございます。よろしくお願いいたします。 

〇砂長恵美子会計管理者 会計管理者の砂長でございます。よろしくお願いいたします。 

〇小野英男副消防長 副消防長の小野でございます。よろしくお願いいたします。 

〇田中康弘次長兼人事課長 次長兼人事課長の田中でございます。よろしくお願いいた

します。 

〇内藤豊次長兼南消防署長 次長兼南消防署長の内藤でございます。よろしくお願いい

たします。 

〇長谷川達郎次長兼企画財政課長 次長兼企画財政課長の長谷川でございます。よろし

くお願いいたします。 
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〇今村公二総務課長 総務課長の今村でございます。よろしくお願いいたします。 

〇貴家由夫予防課長 予防課長の貴家でございます。よろしくお願いいたします。 

〇落合康貴事務局次長 事務局次長の落合でございます。よろしくお願いいたします。 

〇内藤久歳副議長 次に欠席者の報告を申し上げます。小沢宏至議員は、公務のため欠

席する旨の届出がありました。 

以上で報告を終わります。 

これより日程に入ります。日程第１議席の指定を行います。議席は、会議規則第３条

第２項の規定により、お手元に配布いたしてあります議席表のとおり指定いたします。 

次に日程第２甲広選第１号議長選挙を行います。 

お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第１１８条第２項の規定

により指名推選によりたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内藤久歳副議長 御異議なしと認めます。 

よって、選挙の方法は、指名推選によることに決しました。 

重ねてお諮りいたします。 

指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに

御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○内藤久歳副議長 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決し

ました。 

 第４７代議長に、輿石修議員を指名いたします。 

お諮りいたします。 

ただいま、議長において指名いたしました輿石修議員を議長の当選人と定めることに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇内藤久歳副議長 御異議なしと認めます。 

よって、ただいま指名いたしました輿石修議員が第４７代甲府地区広域行政事務組合

議会議長に当選されました。 
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ただいま、議長に当選されました輿石修議員が議場におられますので、本席から会議

規則第２７条第２項の規定により告知いたします。 

輿石修議員の発言を求めます。 

〇輿石修議員 ただ今、指名推選をいただき、議員の皆様の御承認によりまして、歴史

ある甲府地区広域行政事務組合議会の議長に就任することになりました甲府市議会の輿

石でございます。よろしくお願いいたします。 

非常に名誉に感ずるとともに、その責任の重大さを痛感しているところでございます。 

甲府地区広域行政事務組合は、３市１町がともに力を合わせ、消防業務を中心といた

しまして様々な事業を展開し、圏域の皆様の生命と財産を守りながら、均衡ある発展と、

住民福祉の一層の向上に努めてまいりました。 

今回、議長の職の重さを心に刻みながら圏域の皆様の付託に応える議会でありますよ

うに、そして圏域住民の福祉向上と、安全・安心な生活が出来る圏域創りのため、誠心

誠意、努力をする所存でございますので、議員の皆様方の御指導と御協力を賜りますよ

うお願い申し上げまして、就任の挨拶とさせていただきます。 

よろしくお願い申し上げます。 

〇内藤久歳副議長 輿石修議員、議長席にお着き願います。 

〇輿石修議長 ただいまより、議会運営にあたらせていただきます。 

それでは議事に入ります。 

日程第３会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員には、会議規則第１３５条の規定により、長沢達也議員と今村力議員

を指名いたします。 

次に日程第４会期決定について議題といたします。 

お諮りいたします。 

今臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。 

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

〇輿石修議長 御異議なしと認めます。 

よって会期は、本日１日間とすることに決しました。 

次に、日程第５議案第８号から日程第６議案第９号までの２案を一括議題といたしま
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す。 

管理者から提案理由の説明を求めます。 

樋口雄一管理者。 

〇樋口雄一管理者 本日の組合議会臨時会に提案いたしました案件につきまして、御説

明申し上げます。 

まず、議案第８号甲府地区広域行政事務組合火災予防条例の一部を改正する条例制定

については、対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関

する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正及び健康増進法の一部改正に伴い、

火災予防上必要な所要の規定の整備を行うための一部改正であります。 

 次に、議案第９号財産の取得については、消防ポンプ自動車２台を購入するについて、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

以上が、本日提案いたしました案件の大要であります。 

御審議のうえ、御協賛賜りますようお願い申し上げまして説明を終わります。 

〇輿石修議長 以上で説明は終わりました。 

ここで暫時休憩いたします。 

   午後１時４５分 休憩 

   午後２時２０分 再開 

〇輿石修議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

これより、ただいま議題となっております議案のうち、日程第５議案第８号について

質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――――質疑なしと認めます。 

これより、日程第５議案第８号について、採決いたします。 

本案については、提案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇輿石修議長 御異議なしと認めます。 

よって、本案は提案のとおり可決いたしました。 

次に、日程第６議案第９号について、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。―――――質疑なしと認めます。 
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これより、日程第６議案第９号について、採決いたします。 

本案については、提案のとおり決することに御異議ありませんか。 

   (「異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇輿石修議長 御異議なしと認めます。 

よって、本案は提案のとおり可決いたしました。 

以上をもちまして、本臨時会に提出されました議案の審議を全部終了いたしましたの

で、会議を閉じ、令和５年７月甲府地区広域行政事務組合議会臨時会を閉会いたします。 

   閉会時間 午後２時２１分 
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令和５年７月２０日 

甲府地区広域行政事務組合議会 

議  長   輿 石   修 

副 議 長   内 藤 久 歳 

署名議員   長 沢 達 也 

署名議員   今 村   力 


